
令和４年度の減額認定証をお持ちの方で令和５年
度住民税非課税世帯の方には、「有効期限 令和６年
７月31日」と記載された減額認定証をお届けします。
更新申請書の提出は必要ありません。
また、減額認定証に記載されている適用区分が「区
分Ⅱ」の方で、減額認定証発行後に90日を超える入
院（過去12か月）をされた方は、保険健康課へ申請
していただくことで、入院時の食事代がさらに減額
されます。
※申請が遅れた場合、減額される期間が少なくなります
ので、該当される方は速やかに申請してください。

後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額
認定証　［薄い紫色］をお持ちの方へ

後期高齢者医療 限度額適用認定証
［ねずみ色］をお持ちの方へ

令和４年度の限度額認定証をお持ちの方で、令和
５年度も所得区分が３割負担の「区分Ⅰ・Ⅱ」に該
当される方には、「有効期限 令和６年７月31日」と
記載された限度額認定証をお届けします。更新申
請書の提出は必要ありません。

令和５年８月１日から令和６年７月31日までの一部負担金の割合
（１割、２割または３割）は、令和４年中の所得に基づき判定します。

７月中に保険健康課から「有効期限 令和６年７月31日」と記載された新
しい被保険者証[オレンジ色]をお届けします。８月１日以降は、古い被保
険者証[緑色]は使えません。受診の際は有効期限を確認し、お間違いの
ないようご注意ください。

８月は後期高齢者医療被保険証の定期更新月です

被保険者証の裏面に、臓器提供意思表示欄が設け
られています。臓器提供の意思表示は自分の意思
で決めることができます。また、意思表示欄記入後
も意思の変更ができます。なお、意思表示欄への記
入は任意であり、義務付けるものではありません。

徳島県後期高齢者医療広域連合（事業課）☎０８８－６７７－３６６６
保険健康課（保険・年金担当）☎５２－５６０１

令和５年度の保険料の決定通知書を８月初旬
にお送りします

臓器提供の意思表示にご協力ください

令和５年度の保険料が、年金から差し引かれてい
る方は、４月分から８月分までは、仮徴収としてお
支払いいただくこととなっております。保険料の算
定基礎となる前年の所得が確定後、年額保険料と
お支払方法のお知らせをお送りします。年金からの
差引きではなく、納付書または口座振替により保険
料を納めていただく方についても、年額保険料の
お知らせと納付書をお送りします。

問

！

令和６年７月31日

申込期間

申込期間

美馬市ホームページ７月13日（木）午前９時 ～ ８月10日（木）午後５時

インターネットによる申込み

秘書人事課 ☎５２－８００６問

※自然災害等により、９月17日（日）の試験が中止に
　なった場合は、９月24日（日）に延期します。

第二次試験：10月中旬～下旬
第三次試験：11月中旬～下旬

第一次試験：９月１日(金)～９月30日(土)　

第二次試験：10月上旬～下旬
第三次試験：11月中旬～下旬

第一次試験：９月17日（日）　

全国約340か所にあるテストセンターのうち希望する
センターで受験

［ 募集職種と採用予定人数 ］ ［ 募集職種と採用予定人数 ］

［ 試験日程 ］

［ 試験日程 ］

行政事務（一般）……若干名
行政事務（一般Ⅰ）
行政事務（一般Ⅱ）
行政事務（ 福 祉 ）

８人程度

２人程度

若 干 名保 健 師

土　　木
建　　築

募集職種 採用予定人数

申込期間

申込方法

国民健康保険限度額適用（・標準
負担額）認定証をお持ちの方へ

公平委員会委員が
選任されました

保険健康課（保険・年金担当）☎５２－５６０１問

松浦 真勝 氏

美馬市議会で同意を得
ていた公平委員会委員
として、松浦 真勝氏が任
命されました。

国民健康保険限度額適用（・標準負担額）認定証
の有効期間は７月31日までです。
８月以降も交付を希望される場合は、申請が必要
ですので、必要書類を準備して手続きを行ってく
ださい。
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